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１．デジタルを活用した技能者からの
賃金情報提供制度について
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これまでの労務費WGにおけるご意見

「労務費に関する基準」（令和7年12月２日中央建設業審議会決定）

第３章 本基準の実効性を確保するための施策
（抄）

（３）支払段階において適正な労務費・賃金を確保するための取組
（抄）

③技能者通報制度による適正でない賃金支払いの情報提供
・建設業に係る法令違反行為の疑義情報を受け付けるため、各地方整備局等に設置されて
いる「駆け込みホットライン」に加えて、デジタル技術を活用した技能者からの賃金に
係る情報提供制度を導入することにより、技能者から適正な賃金支払いの状況等を確認
できる仕組みを構築することが適切である。

・通報も端緒情報として活用し、雇用主となる建設業者の取引状況について詳細な調査を
行うとともに、法令違反が疑われる場合等には、建設業者への指示等や発注者への勧告
等を実施することが適切である。

 ただ情報を集めるだけではなく、技能者からの申し出の後、問題解決に至るための
仕組みが必要

 技能者の負担が大きくなると、システムがなかなか使われないのではないか
 通報者個人を守るセーフティネットの仕組みも視野に入れてほしい
 アナログでよいので法施行後速やかに通報窓口をつくるべき

労務費に関する基準における記載やこれまでのご意見
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○持続的な建設業の発展に向けて、第三次・担い手３法に基づく労務費の行き渡りの実
効性確保や入職拡大に向けた魅力発信、ICT機器の導入を通じた生産性向上を推進する。

担い手確保を阻害すると考えられる要因

※全産業では25%

建設業界への入職経路

（対技能労働者・上位５位）
①体力が必要（きつい）:58.4％
②危険業務が伴う :41.4％
③技術が必要 :35.6％
④賃金が低い :32.3％
⑤汚れる :32.1％

出典:厚生労働省「建設業における雇用管理現状把握実態調査（令和6年度調査）、厚生労働省「雇用動向調査」（令和５年度）※本調査においては企業規模は問わない

建設業への更なる入職促進に向け、工業高校生等の就
職有望層に対するPR手法の整理及び就業障壁の解消
に向けた調査・検討を実施

災害時に応急復旧に従事する建設業者に対し、ICT機
器を活用した防災訓練を実施する際の機器導入経費の
一部を支援

対象とするICT機器（例）

ウェブカメラ 四足歩行ロボット

ドローン

ウェアラブルカメラ

 「労務費の基準」に基づき「賃金の原資」として確保され
た労務費が、技能者へ賃金として支払われることが重要。
このため、技能者自身が給与明細等を用いて、行政に
自発的に情報提供できるよう環境を整備し、取引適正
化を促すための調査・検討を実施

適正な賃金の支払いの推進
取引適正化の環境整備のイメージ

多様な人材の入職拡大に向けた魅力発信

ICT機器を活用した生産性向上

国土交通省所管 一般会計
補正予算額：６．０億円

関連予算（令和７年度補正予算：建設産業・不動産業の持続的成長のための
市場環境整備等（建設産業））
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賃金情報提供制度の構築に向けた検討（１）基本的な考え方

（１）基本的な考え方

「労務費に関する基準」において、「CCUS レベル別年収については、目標値と標準値の２つの水準の値を設定し、
適正な賃金として目標値の支払いを推奨するとともに、標準値を下回る支払い状況の事業者については、請負契
約において労務費のダンピングの恐れがないか重点的に確認すること」とされている。

したがって、技能者から情報提供された技能者の賃金がCCUSレベル別年収の標準値を下回っているかどうかを
システムが簡易に判定し、提供された関連情報も含めてシステムから建設Gメンに提供することで、労務費のダン
ピングの恐れについて確認等を行うかどうかの検討・判断にあたっての端緒情報として活用することを基本とする。

 「労務費に関する基準」において、支払段階（出口）における実効性確保策の一つとして位置づけら
れた「デジタルを活用した技能者からの賃金情報提供制度」の構築に向けて、令和７年度補正予算
を活用し、調査検討業務を実施。

●「労務費に関する基準」（令和7年12月２日中央建設業審議会決定）（抄）
第３章 本基準の実効性を確保するための施策

（略）
（３）支払段階において適正な労務費・賃金を確保するための取組
①基本的な考え方

（略）
○建設業者は、技能者と適切に雇用契約を結び、技能者に対して、知識、技能その他の能力についての 公正な
評価に基づく適正な賃金として、公共工事設計労務単価が賃金として支払われた場合に考えられる CCUSレベ
ル別年収の支払いを目指すこと。

○CCUS レベル別年収については、目標値と標準値の２つの水準の値を設定し、適正な賃金として目標値の支払
いを推奨するとともに、標準値を下回る支払い状況の事業者については、請負契約において労務費のダンピン
グの恐れがないか重点的に確認すること。

○行政、契約当事者等が役割を分担しながら、デジタル技術を活用した簡易・任意の確認システムを活用し、技
能者への適正な賃金支払いを確認すること。 5



（２）主な調査検討項目

賃金情報提供制度の構築に向けた検討（２）調査検討項目

①全体フローの検討（技能者による情報提供～事業者に対する指導監督）
（１）技能者からの情報提供
（２）提供を受けた情報の精査及び端緒情報としての活用
（３）建設Gメンや許可行政庁による監督指導の実施

②システムの全体設計・構築に係る検討
（１）技能者にとって直観的で利用しやすい仕組み
（２）端緒情報として活用しやすい情報整理の仕組み
（３）CCUSとの連携（本システムでのCCUSレベル別年収の照合 など）
（４）セキュリティの確保
（５）運用状況についての情報発信

③開発・運用コストや本格運用に向けたスケジュールの検討
（１）開発コスト・運用コストの試算
（２）開発から本格運用までのスケジュールの整理・策定

④システム試行版の作成、試行運用の実施
（１）試行運用の実施
（２）本格運用へのフィードバック

⇒ 地方整備局や関係機関（労働基準監督署など）へのヒアリングを実施し、使いやすく、かつ、セ
キュリティの確保されたシステム及びフローとなるよう詳細を検討していく

⇒ 労務費の確保と適切な賃金支払の徹底は急務であり、できる限り早期に試行運用を開始する
とともに、改善点を洗い出し、本格運用に向けた検討にフィードバックさせていく
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①全体フローの検討
（技能者による情報提供

～事業者に対する指導監督）

（１）技能者からの情報提供

（２）提供を受けた情報の精査及び端緒情報としての活用

（３）建設Gメンや許可行政庁による監督指導の実施

調査検討項目の詳細①

（１）技能者からの情報提供 （２）システムを通じて入手した情報の精査 （３）許可行政庁による指導等

【検討事項】
・ 賃金に関する情報については、CCUSレベル別年収との比較上、「年収」の数字で良いか
・ 月給制ではなく日給制の技能者も想定されることから、「日給」と「勤務日数」といった数字も入力可能とすべきか
・ 情報提供内容の真正性を補強する観点から、給与明細など提供内容の根拠となる情報も任意で入力させるべきか
・ CCUSレベル2～4を有している場合は、当該レベルの入力でよいか

CCUSを登録していない又は、CCUSレベル１の場合は、レベル別年収との比較に必要な「職種」「経験年数」の入力で良いか
・ レベル別年収との比較のために、「勤務地」を入力させることで良いか
・ 指導助言につなげる観点から、「雇用事業主」についても入力させることで良いか
・ その他必要な情報は無いか

＜考え方＞
 情報提供にあたっては、CCUSレベル別年収との照らし合わせに必要な情報、すなわち賃金に関する情報と「CCUSレベル」「技能

者の勤務地」を入力させることを基本とする。
 情報提供の際、入力の負担軽減が重要であることや、あくまで端緒情報であることから、過度に真正性は求めないものとする。
 情報提供を行った者の保護が重要であることから、秘匿を希望するか確認を行う（秘匿を希望する場合は調査方法を工夫）。

＜考え方＞
 提供情報と、当該技能者の職種や勤務地に対応したレベル別年収の標準値と照らし合わせ、これを下回っているのかを確認する。
 労務費ダンピングに対して指導助言を行う建設Gメンが端緒情報として活用しやすいように、システムから情報提供を行う。
 建設Gメンは、システムから提供された情報を労務費ダンピングの疑いを確認するための端緒情報として活用する。

＜考え方＞
 建設Gメンは、システムから提供された情報を端緒情報として活用しつつ、別途必要な調査も実施した上で、必要と判断した場

合には、事業者に対し指導助言等を実施する。
 監督処分を要するケースについては、建設Gメンから許可行政庁に対して情報提供し、許可行政庁において監督処分を実施。
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②システムの全体設計・構築に係る検討
（１）技能者にとって直観的で利用しやすい仕組み

（２）端緒情報として活用しやすい情報整理の仕組み

（３）CCUSとの連携（本システムでのCCUSレベル別年収の照合 など）

（４）セキュリティの確保

（５）運用状況についての情報発信

③開発・運用コストや本格運用に向けたスケジュールの検討
（１）開発コストや運用コストの試算
（２）開発から本格運用までのスケジュールの整理・策定

④システム試行版の作成、試行運用の実施
（１）試行運用の実施

（２）本格運用へのフィードバック

 例えば、数字を手入力させるのではなく、プルダウン方式とするなど、利用しやすい設計とする。

 多言語対応やスマホでの利用を可能とする。

 システムの開発や運用に要する費用やスケジュールについて、具体的な検討を行う。

 より良いシステム構築に向けた改善を図っていくため、また、労務費の確保と適切な賃金の支払いを徹底することは急務
であるため、令和９年度としていた試行運用を前倒しし、令和８年度において仮システムを構築し、試行運用を実施する。

 その際、利用者の対象範囲の適切な設定や事前の周知などにより、徒な混乱が生じないように留意の上実施する。

調査検討項目の詳細②

 建設Ｇメンが端緒情報として活用しやすいよう、判断に必要な情報を自動抽出する。

 最新のCCUSレベル別年収が設定できるようなシステムとする。

 CCUSに登録された情報（技能者情報など）の活用可能性についても検討する。

 一般的に求められるセキュリティ水準をクリアした措置を講じる。

 情報提供システムが適切に稼働し、監視の仕組みとして機能していることについて情報発信していくことが重要。

 そのため、利用者が特定されない形で、情報提供件数、提供を受けた内容、ＣＣＵＳレベル別年収との照らし合わせ結果
などについて、情報整理が可能なシステムとする。

 試行運用における情報提供状況のほか、利用者や建設Gメンなどへのアンケートを通じて、改善点を洗い出し、本格運用に
向けた検討に反映。 8



事業実施スケジュール（予定）について（R8.2時点）

令和９年令和８年
調査・検討内容

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月
・業務フローの作成（地方
整備局や労働基準監督署へ
のヒアリング）

全体フローの検討①
・提供を受ける情報内容や
システムによる処理範囲に
ついて精査

・関係者（情報提供者や建
設Gメン）の使いやすさの観
点からの検討システム内容

の検討②
・CCUSレベル別年収との連
携やセキュリティの確保に
ついて検討

・システムの機能などに応
じた複数パターンの設定開発・運用コストや

スケジュールの検討③
・試行運用を踏まえた精緻
化

・試行運用版システムの構
築

試行運用④
・試行運用実施に向けた環
境整備（事前周知など）

 地方整備局や関係機関（労働基準監督署など）へのヒアリングを実施し、使いやすく、かつ、セキュリティの確保さ
れたシステム及びフローとなるよう詳細を検討

 令和８年度中に試行運用を開始するとともに、改善点を洗い出し、本格運用に向けた検討にフィードバックさせて
いく

 以下のスケジュールに則り、令和９年度中のシステム本格運用に向け、調査検討を実施

※関係者間の役割分担については並行して検討 9

令和８年度内に試行運用



【機密性２】
【参考】駆け込みホットライン概要（Ｈ１９年４月開設）

○違反情報収集体制の強化を目的として設置
・各地方整備局等に設置された「建設業法令遵守推進本部」に通報窓口として開設
・通報された情報に対し必要に応じて立入検査・報告徴取等を実施
・通報者に不利益が生じないように情報を取り扱う
・法令に違反する行為があれば監督処分等により厳正に対応

※R7.12より、時間・場所を問わずスマートフォン等から、建設業法違反の疑いがある取引行為についての
情報提供が可能となる「駆け込みホットライン情報収集フォーム」を開設

【通報件数】 R４年度：1,189件 R５年度：1,516件 R6年度 1,979件
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【参考】厚生労働省「労働基準関係情報メール窓口」送信フォーム

◎労働基準法などの違反が疑われる事業場の情報を提供するツール。

◎労働基準監督署・都道府県労働局において、立ち入り調査対象の選定に活用する際の参考情報として活用される。
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【参考】CCUSレベル別年収の概要（令和7年12月改定）

◎建設キャリアアップシステム（CCUS）の能力評価に応じた賃金の実態を踏まえ、公共工事設計労務単価が賃金として支払われ

た場合に考えられるレベル別年収を算出。

◎レベル別年収の試算の公表を通じて、技能者の経験に応じた処遇と、若い世代がキャリアパスの見通しを持てる産業を目指す。

◎目標値と標準値の２つの水準の値を設定し、適正な賃金として目標値以上の支払いを推奨するとともに、標準値を下回る支払い

状況の事業者については、請負契約において労務費ダンピングの恐れがないか重点的に確認する。

ブロック別 （ 全 分 野 ）（年収）

• CCUSレベル別年収は、公共事業労務費調査（令和６年１０月調査）の結果をもとに、CCUSの能力評価分野・レベル別に分析して作成

• 労務費調査においてレベル評価されていない標本点も経験年数と資格を基にレベルを推定 （レベル1相当：5年未満、レベル2相当：5年以上10年未満、レベル3相当：10年以上又は一級技能士、レベル4相当：登録

基幹技能者）

• 労務費調査の各レベルの標本において、「目標値」の値は平均以上、「標準値」の値は下位15%程度の当該ブロックの年収相当として作成。

＜試算条件＞

本資料に示す金額に法的拘束力はなく、支払いを義務付けるものではない。

レベル4(単位：万円)レベル3(単位：万円)レベル2(単位：万円)レベル1(単位：万円)

( 標準値～目標値 )( 標準値～目標値 )( 標準値～目標値 )( 標準値～目標値 )

550 ~ 719以上444 ~ 645以上420 ~ 587以上385 ~ 523以上全 国

508 ~ 665以上411 ~ 597以上388 ~ 543以上356 ~ 483以上北 海 道

588 ~ 769以上475 ~ 690以上449 ~ 628以上412 ~ 559以上東 北

588 ~ 769以上476 ~ 691以上449 ~ 628以上412 ~ 559以上関 東

559 ~ 732以上452 ~ 657以上427 ~ 597以上391 ~ 532以上北 陸

584 ~ 763以上472 ~ 685以上446 ~ 623以上408 ~ 555以上中 部

540 ~ 706以上437 ~ 634以上413 ~ 577以上378 ~ 513以上近 畿

470 ~ 615以上380 ~ 552以上359 ~ 502以上329 ~ 447以上中 国

501 ~ 656以上405 ~ 589以上383 ~ 535以上351 ~ 477以上四 国

522 ~ 683以上422 ~ 613以上399 ~ 557以上365 ~ 496以上九州・沖縄

569 ~ 744以上449 ~ 662以上443 ~ 612以上404 ~ 544以上参考①特殊作業員

483 ~ 631以上381 ~ 562以上375 ~ 519以上342 ~ 462以上参考②普通作業員
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２．悪質な事業者や事例の「見える化」について
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本日の内容

１．これまでの議論等について

２．現行の建設業法における事業者や事例の公表の仕組み

（１）監督処分の公表

（２）発注者に対する勧告制度

（３）労務費に関する取引事例集の公表【新規】

３．他制度における公表の仕組み

（１）勧告等の相手方を公表する仕組み

（２）調査結果の中で企業名を公表する仕組み

４．公表の仕組みに係る論点と対応の方向性

（１）制裁目的で企業名を公表する場合の論点（法的な根拠や事前手続の必要性）

（２）調査結果において企業名を公表する場合の論点（公表の目的や公平性の確保など）

（３）対応の方向性
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労務費に関する基準における記載やこれまでのご意見

第３章 本基準の実効性を確保するための施策
（略）

（３）支払段階において適正な労務費・賃金を確保するための取組
（略）

④労務費・賃金の支払い態様が悪質な事業者の見える化
・国土交通省において、労務費や賃金の支払いに関し悪質な態様が認められる

事業者を見える化することにより、優良な事業者が市場で選択される環境を
整備することが適切である。

■労務費に関する基準（令和７年１２月２日中央建設業審議会決定）（抄）

■これまでの労務費WGにおけるご意見

• 悪質な事例を積極的に公表するとすれば、抑止効果も期待できると考えられる。

• 悪質な態様が認められた事業者を公表する場合、制裁的な性質のものと理解されるため、法律
上の根拠や手続について整理が必要。

• 重層下請の中において立場の弱い下請業者へ配慮した整理をしていただき、下請側が不利益
を被ることがない制度設計等をお願いしたい。
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•
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２．（１）建設業法における監督処分の公表について

建設業法では、監督処分を行ったときはその旨を公告しなければならないとされている【法第29条の5】。
具体的には、監督処分を行った際に許可行政庁のHP等において会社名や処分事由を公表するとともに

、「国土交通省ネガティヴ情報等検索サイト」において過去の処分歴などを公開。
また、監督処分に際しては、建設業法に基づき報告徴収命令を行った上で【法第31条】、行政手続法の

規定に基づき相手方に対して弁明の機会を付与するといった事前手続きを確保。
監督処分に至らない指導・助言・勧告【法第41条】については原則非公開。

〇監督処分の公表例
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２．（１）国土交通省ネガティブ情報等検索サイト①
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２．（１）国土交通省ネガティブ情報等検索サイト②

検索を絞り込むためのフォーム
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２．（１）勧告の公表の例
 贈賄等の容疑で役職員等が逮捕された場合など社会的影響の大きい事案について、営業停止処分その

他法令上の必要な措置を行うまでに相当の期間を要すると見込まれるときは、これらの措置を行う前に、
まずは法令遵守のための社内体制の整備等を求めることを内容とする勧告を書面で行うこととしている。
【建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準（最終改正 令和８年１月２８日国不建第１７２号）】

 当該勧告については原則非公表だが、談合事件等で刑事告発され、既に事実関係が公表されている場
合については例外的に公表している。
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２．（２）建設業法における発注者に対する勧告制度について

 法第19条の５第１項（著しく短い工期の禁止）及び法第20条第６項（著しく低い労務費となる見積変更依
頼の禁止）の規定に違反した発注者等に対して、許可行政庁は勧告をすることができる【法第19条の6第
2項、法第20条第7項】

 また、発注者が当該勧告に従わないときはその旨を公表することができる【法第19条の６第3項、法第20
条第8項】。

 勧告を行う場合の事前手続きとして、発注者に対して報告や資料提出を求めることのできる規定が置か
れている【法第19条の6第4項、法第20条第8項】

＜著しく短い工期の禁止に
違反した発注者への勧告
【法第19条の６第２項】＞

＜著しく低い労務費となる見積変
更依頼の禁止に違反した発注者
への勧告【法第20条第７項】＞
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建設業法第40条の4に基づく、いわゆる建設Gメンによる建設工事の請負契約に係る取引の実態調査において、労
務費を価格調整の原資とするような見積りのやり取りにより、「労務費に関する基準」で示された「通常必要と認
められる労務費」を著しく下回るおそれがあると認められる行為事例について、国土交通省が行為事例ごとに類型
化したうえで「取引事例集」としてとりまとめた（令和８年１月５日公表）。

事例集において示している行為事例

① 単価を見直さない据え置き

② 一律一定比率等の減額

③ 予算額を前提とした指値

④ 相見積等を基にした指値

⑤ 取引関係維持等を意図した減額

⑥ 工事条件を考慮しない価格設定

数年にわたって適正な労務費となるような水準に見直されないままとなっている労務単価を用いた見積りのやりとり

合理的理由や根拠がなく一律に一定比率を乗じた減額や端数調整としての減額による見積りのやりとり

工事予算額との整合性のため、合理的理由や根拠がなく予算額を基に工事の施工に必要となる経費を逆算した見積りのやりとり

注文者が複数の建設業者から徴収した中で最安値の見積を他の建設業者へ提示し、減額変更を求めるような見積りのやりとり

取引関係を維持する目的をもって、合理的理由や根拠がなく本来施工に必要となる労務費に比べて減額した見積りのやりとり

工事条件を考慮せず、合理的理由や根拠がなく同種工事と比べて実現困難な歩掛などを用いた見積りのやりとり

以下のような見積りのやりとりは、労務費を価格調整の原資とした場合、適正な労務費が確保されないことや適正な労務費の額を著しく下
回るおそれに繋がる可能性があることから、適正な取引行為となるよう改善が必要となる。

本事例集は、建設工事の取引当事者が自らによるコンプライアンスチェック、また許可行政庁が行政指導等を行うにあたって参考とする

２．（３）「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」の公表 新規
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





２．（３）「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」（類型別）
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３．他制度における公表の仕組み
 取引において一定のケースに該当した企業名を公表する仕組みとして、例えば以下の仕組みがある。
（１）勧告等の相手方を公表する仕組み

・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律（以下「取適法」という。）に基づく勧告
・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）に基づく警告

（２）調査結果の中で企業名を公表する仕組み
・受託中小企業振興法（以下「振興法」という。）に基づく「価格交渉促進月間フォローアップ調査」

振興法に基づく
「価格交渉促進月間フォローアップ調査」

独占禁止法に基づく警告取適法に基づく勧告制度名

発注者において、より一層の自発的な取引慣行の
改善がなされることを目的

法運用の透明性を高めるとともに、どのような行為
が法違反となるかを明らかにすることで事業者の
予見可能性を高めることにより、法違反行為の未
然防止を図る目的

法運用の透明性を高めるとともに、どのような行為
が法違反となるかを明らかにすることで事業者の
予見可能性を高めることにより、法違反行為の未
然防止を図る目的

目的

中小企業（受注側企業）向けアンケートにおいて、
10社以上の回答者から主要な取引先として挙げ
られた発注側企業

排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が
得られなかったが、法に違反するおそれがある行
為を行った事業者

買いたたきなど法で定める遵守事項に違反する行
為を行った事業者

公表対象

価格交渉等に関する回答を点数化し、４区分に整
理して、状況の良し悪しに関わらず、企業名と共に
公表

事業者名、警告の概要等事業者名、違反事実の概要、勧告の概要等公表内容

■受託中小企業振興法
（調査）

第二十七条 国は、受託中小企業の振興を図るた
めに必要があると認めるときは、振興基準に定め
る事項に関する調査を行い、その結果を公表する
ものとする。

■独占禁止法

第四十三条 公正取引委員会は、この法律の適
正な運用を図るため、事業者の秘密を除いて、必
要な事項を一般に公表することができる。

無し
公表の

根拠規定

発注側企業522社及び89の国の機関・地方公共
団体（2025年９月調査）

警告：８件（令和６年度）２１社（令和６年度）公表件数

調査結果において状況が芳しくない企業に対して
は、所管大臣から指導等を実施
【法第４条】

公表後の
措置

指導・助言、勧奨は規定されているが、公表は行
われていない

・予定される警告の趣旨、内容等を事前通知し、
当該事業者に意見申述等の機会を付与
・注意に関しては公表事例なし（令和６年度）

指導・助言も規定されているが、公表は行われて
いない

備考

（２）調査結果の中で企業名を公表（１）勧告等の相手方を公表
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３．（１）①取適法に基づく勧告について
公正取引委員会では、取適法に基づき、取適法第５条に定める遵守事項に違反した委託事業者に対して、

違反行為の是正やその他必要な措置をとるべきことを勧告【取適法第10条】
また、勧告の実施にあわせ、事業者名、違反事実の概要、勧告の概要等を公表している。

※取適法には、建設業法の監督処分に該当するような、「勧告」以上の是正措置は設けられていない

勧告に際しては、対象事業者に対し事前通知を行い、意見申述の機会を付与している。
勧告に至らないケースに対しては指導・助言を実施【取適法第８条】しているが、公表は行っていない。

〇取適法第５条に定める遵守事項〇取適法の手続フロー

具体的な内容禁止項目

中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否すること①受領拒否

支払期日までに代金を支払わないこと（支払手段として手形払等を用いること）②支払遅延

中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額するこ
と

③減額

中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること④返品

発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ著しく低い代金を不当に定め
ること

⑤買いたたき

正当な理由がないのに、指定する物品や役務を強制して購入、利用させること⑥購入・利用強制

公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁に違反行為を知らせたことを理由に、
中小受託 事業者に対して取引数量の削減・取引停止など不利益な取り扱いをする
こと

⑦報復措置

有償支給する原材料等で中小受託事業者が物品の製造等を行っている場合に、
代金の支払日 より早く原材料等の対価を支払わせること

⑧有償支給原材料等
の対価の早期決済

自己のために、中小受託事業者に金銭や役務等を不当に提供させること⑨不当な経済上の利益
の提供要請

中小受託事業者に責任がないのに、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、
無償でやり 直しや追加作業をさせること

⑩不当な給付内容の変
更、やり直し

中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかっ
たり、必要 な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定すること

⑪協議に応じない一方
的な代金決定
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３．（１）①取適法に基づく勧告の公表の例
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３．（１）②独占禁止法に基づく警告等について

公正取引委員会では、独占禁止法に基づき、独占禁止法違反被疑事案の調査を行い、排除措置命令や課徴
金納付命令（以下「法的措置」という。）を行っている。

これに加えて、法的措置を採るに足る証拠が得られなかった場合であっても、違反するおそれがある行為があ
るときは事業者に対して「警告」を行い、是正措置を採るよう指導している。

法的措置を採った際には、公正取引委員会の法運用の透明性を高めるとともに、どのような行為が独占禁止
法違反となるかを明らかにすることで、同種、類似行為を抑止し、違反行為の未然防止を図ることを目的として
、独占禁止法第43条に基づき公表している。

警告（行政指導）を行った際にも、法的措置と同様の観点から、警告の相手方や警告の概要を公表している。

法的措置を採る場合は、予定される命令の内容や公正取引委員会の認定した事実等を通知し、当該事業者に
意見陳述や証拠提出などの機会を与える意見聴取手続を実施しなければならないが、警告を行う場合にも予
定される警告の趣旨、内容等を事前通知し、当該事業者に意見申述等の機会を付与することとなっている。
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３．（１）②独占禁止法に基づく警告等の例
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３．（２）中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」

中小企業庁では、受託中小企業振興法（以下「振興法」という。）に基づき、中小企業に対して、発注者との
間の価格交渉・価格転嫁・支払条件の状況を問うアンケート調査を実施

このアンケートにおいて、10社以上の回答者から主要な取引先として挙げられた発注側企業等について、回
答企業（中小企業）からの回答を点数化し、平均値を４区分に整理し、当該発注側企業等の名称と共に公表

この調査結果は、「発注者において、より一層の自発的な取引慣行の改善がなされることを目的」として公表
【振興法第27条】、調査結果において取引先からの評価が良好でない企業に対しては所管大臣からの指導
・助言、勧奨を実施【振興法第４条】

振興法は、受託中小企業の振興を目的としていることから、監督処分の規定は無く、当該調査は制裁を目
的としたものではない
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３．（２）中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」

【参考】
〇受託中小企業振興法（昭和45年法律第145号）（抄）

（調査）

第二十七条 国は、受託中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、振興基準
に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
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３．（２）中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」

●

法人番号 発注側企業名 ①回答企業数
②価格交渉の

回答状況

③価格転嫁の

回答状況

④支払条件の

回答状況
法人番号 発注側企業名 ①回答企業数

②価格交渉の

回答状況

③価格転嫁の

回答状況

④支払条件の

回答状況

1010001000006 五洋建設株式会社 36 ア イ ア

1010001001805 鹿島道路株式会社 21 ア イ イ

1010001008742 ピーエス・コンストラクション株式会社 13 ア ア イ

1010001051916 東洋熱工業株式会社 10 イ ア ア

1010401013565 清水建設株式会社 113 ア イ イ

1010401015438 世紀東急工業株式会社 15 ア ア イ

1011001006587 共立建設株式会社 10 ア イ ア

1011201009704 住友林業緑化株式会社 12 ア イ ア

1012401010815 株式会社飯田産業 14 イ イ エ

1120001063033 株式会社きんでん 71 ア イ ア

1180001054828 東建コーポレーション株式会社 25 ウ ウ ア

1210001001082 株式会社熊谷組 28 ア イ イ

1290001011693 上村建設株式会社 12 イ ウ イ

2010001008683 三機工業株式会社 27 ア イ ア

2010001008709 鉄建建設株式会社 14 ア イ イ

2010001016851 日本工営株式会社 26 ア イ ア

2010001027031 株式会社日立ビルシステム 15 ア ウ ア

2010001034531 応用地質株式会社 13 イ イ ア

2010001131477 三井住友建設株式会社 30 イ イ ウ

2010001143282 株式会社シミズ・ビルライフケア 19 イ ウ ア

2010401051696 株式会社安藤・間 35 ア イ ア

2011101020537 三井ホーム株式会社 23 ア イ ア

2120001028670 奥村組土木興業株式会社 11 イ ウ イ

3010001008749 高砂熱学工業株式会社 22 ア イ ア

3010001034869 大豊建設株式会社 10 ア イ ウ

3010001088907 文化シヤッター株式会社 17 イ イ ウ

3010401018661 株式会社テクノ菱和 10 ア イ ウ

3010401022812 日本国土開発株式会社 11 ア イ イ

3010501007440 株式会社丹青社 24 ア ア イ

3011001031955 エクシオグループ株式会社 20 ア イ ア

3011101001453 旭化成ホームズ株式会社 20 ア イ ア

3011101055078 東亜建設工業株式会社 18 ア イ ウ

3020001017402 レイズネクスト株式会社 17 ア イ ア

3030001004696 積水ハウス建設関東株式会社 13 イ ウ ア

3120001077469 株式会社竹中工務店 99 ア イ イ

3120001112341 西日本高速道路株式会社 16 ア ア ア

3122001004997 生和コーポレーション株式会社 11 ア ウ ア

3240001009220 株式会社ソルコム 12 ア ウ ア

3250001009376 洋林建設株式会社 10 ア イ ア

3260001000367 株式会社荒木組 11 ア イ ア

3330001003635 株式会社ＳＹＳＫＥＮ 10 ア ウ ア

4010001008731 株式会社ナカノフドー建設 12 ア イ イ 31



３．（２）中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」

法人番号 発注側企業名 ①回答企業数
②価格交渉の

回答状況

③価格転嫁の

回答状況

④支払条件の

回答状況

【参考】
〇受託中小企業振興法（昭和45年法律第145号）（抄）

（調査）

第二十七条 国は、受託中小企業の振興を図るために必要
があると認めるときは、振興基準に定める事項に関する
調査を行い、その結果を公表するものとする。
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「価格交渉促進月間フォローアップ調査」について（中小企業庁からの聞き取り）

■調査から公表までのプロセス
・毎年３月と９月を「価格交渉促進月間」と設定
・それぞれ１０月から３月、４月から９月までの期間における価格交渉等の状況を調査し、結果を公表

・公表内容（発注者リスト）については、対象となる企業に対して、①企業名が公表される旨の事前通知、②
オンライン説明会の開催、③（企業側の希望に応じて）公表される内容（アイウエの４区分など）の事前通知
といった手続きを行った上で、公表を行っている

■調査に要する予算（実績額） ※委託調査事業として調査を実施

・令和７年度：約３．１億円
・令和６年度：約２．１億円

■現在の公表方式について

・公表の目的は、発注者において、取引先企業からの評価を把握し、より一層の自発的な改善につなげてい
ただくこと
・当該目的及び根拠となる振興法の趣旨に鑑み、10社以上の受注側中小企業から主要な取引先として挙げ
られた発注側企業等について、状況の良し悪しに関わらず、一律に回答結果を公表することとしている
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４．（１）制裁目的で企業名を公表する場合の論点（法的な根拠や事前手続の必要性）

情報提供ではなく、制裁を目的として公表する仕組みについては、「根拠規定や事前手続が必要」とする学説
や判例がある。

＜公表の仕組みに関する学説について＞

■塩野宏『行政法Ⅰ（第六版補訂版）』（有斐閣、2024年）266-267ページ

「（公表の）制度化に当たっては、法令の根拠を置くのが法治主義に適合的である（とりわけ、制裁的意味での公
表を制度化する場合）。」

■宇賀克也『行政法概説Ⅰ（第８版）』（有斐閣、2023年）308-309ページ

「公表には、情報提供を主たる目的として行われるものがある。かかる公表について法律の留保が及ばないとし
た裁判例として、東京地判平成13・５・30判時1762号６頁がある。また、違反行為に対する制裁として公表を行
うことによって、間接的に違反行為を抑止しようとする場合も存在する（輸出入取引法４条３項の規定に基づく戒
告の公表）。かかる制裁としての公表については、法律または条例の留保が及ぶと解すべきである」

「誤った公表がなされたことに起因する不利益は、公表の取消しによっても十分に解消されないことが多いと思
われる。したがって、事前手続の保障が重要である。情報提供を主たる目的とする公表であっても、特定の者に
不利益を与えることが予想される場合、事前の意見聴取を行うべきである。」

（参考）輸出入取引法（昭和27年法律第299号）（抄）
（制裁）

第四条 経済産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。

２ 経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸
出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その輸出業者に対し、一年
以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
３ 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。
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４．（２）調査結果において企業名を公表する場合の論点（公表の目的や公平性の確保など）

（１）公表の目的の整理
・制裁的な目的での公表については、４（１）のとおり法的な根拠や手続規定の整備が必要となるため、
調査自体の趣旨も含め公表の目的について整理が必要。
（悪質な事例を公表することにより抑止効果を期待するため、という整理は困難）

（２）公平性の確保
・当事者の一方による回答結果をもって企業名が公表されることの妥当性について検討が必要。
・一部の取引についての回答をもって評価されることの妥当性について検討が必要。

・建設工事の場合、発注側企業は施主だけではなく建設業者となるケースもある。また、建設業者の立
場も工事ごとに元請、一次下請、二次下請等と異なる。したがって、適正な標本数となる調査データを
集めることができるかどうか。
・調査の設問、選択肢、配点等について、どのように設定するか。
※中小企業庁の調査は行政内部のみで設定

（３）効果とコストなどについて

・２．のとおり既に建設業法に基づき企業名や違反のおそれのある事例を公表している。また、３．（２）
の中小企業庁「価格交渉促進月間フォローアップ調査」では建設企業も含めて価格交渉の状況等につ
いて公表が行われている。

・中小企業庁の調査では行政及び回答企業の双方に相当のコストや手間をかけて実施しており、また、
（１）のとおり制裁目的での公表（例：悪質な事例のみの公表）はハードルが高い。

中小企業庁による「価格交渉促進月間フォローアップ調査」のように、調査結果において企業名を公表する
ことについては、以下の点について検討が必要。
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４．（３）対応の方向性について

監督処分時の公表について、他制度を参考として、その悪
質な態様がわかるよう詳細な情報も公表することで、一層
の注意喚起を図る。

国土交通省ネガティヴ情報等検索サイトへの蓄積とは別
に、今後の監督処分事案のうち特に悪質であるなど広く注
意喚起を図ることが必要なものについては、その概要を国
交省HPにおいて掲載する。

いずれも、まずは国土交通省において大臣許可業者に対
する処分について実施。その運用状況を踏まえ、都道府
県にも順次実施を促していく。
【大臣許可業者については令和８年度から随時実施予定】

２．監督処分の公表の充実

取適法における勧告や独占禁止法に基づく警告等の公表については、事案
の内容を詳細に記載しているとともに、わかりやすい概要資料も併せて公表

１月に公表した取引事例集【９、10ページ】について、建設業界に対する周知徹底を図っていく。
第三次・担い手３法の完全施行を踏まえ、労務費の行き渡りに関して、建設Gメンによる取引実態の調査を

本格的に実施し、当該調査において確認された法違反のおそれのあるケースを踏まえ、事例集について充
実を図っていく。 【順次実施】

１．「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」の周知徹底及び充実

■１．及び２．の取組の徹底を図るとともに、労務費基準の定着状況についてフォローアップ
■当該状況も踏まえつつ、引き続き、建設業法に基づく勧告公表の実施【７ページ】のほか、中小企業庁「価
格交渉促進月間フォローアップ調査」など他制度を参考とした効果的な公表の仕組みや制度的な位置づけ
の要否などについて、検討を継続
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３．ロードマップについて
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「労務費に関する基準の実効性確保のロードマップ」改定について

○ 基準に関する実効性確保策の議論の過程において、第8回労務費の基準に関するワーキ
ンググループ(R7.6.3)の際に、 「実効性確保策のロードマップ」を整理。（P41,42）

○ その後のWGにおける議論を踏まえ、12月に勧告された「労務費に関する基準」においては、

「建設業に従事する技能者の賃金水準が依然として全産業平均値を相応に下回っている
実態に鑑み、まずは早急に公共工事・民間工事全体を通じて公共工事設計労務単価並
みの水準の労務費・賃金の支払いを確保することにより他産業並み以上の水準への処遇
改善を実現し、実勢賃金の上昇が公共工事設計労務単価を更に上昇させる好循環を生
み出して、建設業を中⾧期的に持続可能なものとすることを目指す」

ことが確認された。

○ この目標の実現に向けては、入口・出口の実効性確保策について、制度の運用状況や各
施策の検討状況を踏まえた見直しを経つつ、段階的に講じ、中⾧期的に新たな商慣行の
定着を図ることが必要。

○ 第８回WG以降の「労務費に関する基準」の勧告や実効性確保策の具体化等の経緯も
踏まえつつ、ロードマップの改定を行い、取組の進め方に係る関係者間の意識統一を図り
たい。
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建設技能者の賃金の推移

39

475 万円

527 万円

359 万円

443 万円

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

550

全産業労働者(非正規除く）

（出典） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（10人以上の常用労働者を雇用する事業所）
※ 年収額＝所定内給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

• R2以降は「生産労働者」の区分が廃止されたため、建設業の「建設・採掘従事者」、「生産工程従事者」、「輸送・機械運転従事者」を加重平均して
「生産労働者」の額を推計

年収額
（万円／年）

建設業（生産労働者）

乖離率▲16%

乖離率▲24%



労務費に関する基準の実効性確保のロードマップ（案）

○ 受注者が、労務費の基準を参考としつつ、
自社の歩掛に即した労務費を算出し、そ
れを明示した見積を作成

○ 個人注文者・元請等が、当該見積を尊
重し、契約を締結

○ 強い立場にある注文者が価格指定して契
約する場合も、注文者は労務費の基準を
活用して労務費を算出

○ 公共発注者において、労務費についてダン
ピングされていないかを確認

○ 適正に賃金を支払う優良事業者が市場
で選択される環境を整備

○ 建設Ｇメンが、建設業者から電子媒体に
よる見積等の提出を受けて調査し、ダンピ
ングと生産性向上を見分けた上で、指導・
監督

○ 建設業者は、技能者に対して、知識、
技能その他の能力についての公正な
評価に基づく適正な賃金を支払う

○ 国・都道府県（許可行政庁）、第
三者機関、契約当事者が役割を分
担しながら、ＩＴを活用した簡易・任
意の確認システムも活用し、技能者へ
の適正な賃金支払いを確認

○ 処遇改善を通じて担い手の確保・育
成に努める事業者の受注力が向上

○ 国直轄工事で試行後、公共発注者
による賃金確認の普及を促進

R9 R12～

各専門工事業団体等が標準見積書を作成・改訂
• フォローアップ結果等を踏まえた取組

強化
• 住宅領域を含め、順次、労務費の基

準を活用した見積を商慣習化

小規模事業者・一人親方等による見積作成を含む
労務費等を明示した見積作成・保存の普及・周知、政策誘導

注文者が価格指定する際の基準の反映の普及

• 基準値設定職種分野の必要に応じた拡充・基準値の改善
• いわゆる「物価本」掲載単価における労務費・歩掛内訳明示の段階的推進

R８．４

公共発注者による労務費ダンピング調査の導入促進
入札参加者は労務費等を明示した内訳書作成 公共発注者は内訳書に記載された内訳を確認

※黄色塗りは公共工事の取組
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宣言企業数の増加に向けた周知
経営事項審査における加点措置の開始（R8.7）

制度の普及に向けた効果的施策の検
討・実施

新規に作成した事例集等の周知

通報等を踏まえて見積等を調査し、調査結果に応じて指導・監督

見積における
労務費・必要経費

の明示

国（建設Ｇメン）
による調査

事業者の見える化
（自主宣言）

労務費ダンピング調査
（公共）

国・都道府県（許可
行政庁）による調査

処遇優良事業者証
の活用

悪質な事業者や事
例の「見える化」

技能者からの
情報提供制度の構築

契約当事者による
コミットメントの活用

通報等を踏まえて見積等を調査し、調査結果に応じて指導・監督

民間を含む発注者・建設業者における任意での活用を進める

システム構築に向けた検討（令和８年度内に試行運用、令和９年度内に本格運用開始）

国以外の公共工事におけるコミットメント導入促進

賃金・労働時間の
確認（公共）

• 「通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例集」の周知徹底・充実
• 監督処分の公表の充実 他制度を参考とした公表の仕組み等の検討

• 制度設計
• 実施に向けた役割分担とコスト負担のあり方の検討

公共工事での先行検討状況を踏まえた簡
易システムの設計・構築

直轄土木で試行中。試行を踏まえて直轄土木で実施検討（受注者希望型⇒発注者指定型）※

取組内容を順次自治体へ展開※ 建築工事については、直轄土木の試行状況等を踏まえ、進め方を検討

適切な事業者選定に向けたインセンティブを検討

入
口
で
の
対
策
（
入
札
契
約
段
階
で
の
実
効
性
確
保
）

出
口
で
の
対
策
（
労
務
費
・
賃
金
の
支
払
い
の
実
効
性
確
保
）

中⾧期的に
目指すベき将来像

【公共工事】国交省直轄工事における導入



（※）２次下請以降の小規模事業者・一人親方等も含む
（※）建築工事においては、まず労務費の内訳の明確化を実施

令和7年6月3日
第8回WG提示
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令和7年6月3日
第8回WG提示

42


